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基本設定は、ショッピングカートメニューの「ショッピングカート設定」＞「ショッピングカート設定」から行います。

１．「顧客関連」項目内の「見積書機能」項目にて「使用する」「使用しない」の選択が可能です。

「使用する」を選択すると、お客様メニューに「見積書リスト」が表示されます。

２．「見積書有効期限日数（デフォルト）」には、基本となる期間の日数を入力してください。

３．「見積書備考定型文（デフォルト）」には、備考欄に共通で表示させるテキストを入力してください。

見積書一覧：基本設定
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ここでは見積書を作成することができます。

作成した見積書はお客様のマイページに表示されます。

１．「新規作成」をクリックします

２．「対象顧客」の虫眼鏡マークをクリックし、該当する顧客の IDをクリックします。

３．「見積書の種類」では、「確定見積り（カート決済可）」と「概算見積もり」を選択できるようになっています。

「確定見積り（カート決済可）」は見積書に「カートに入れる」ボタンがつき、見積書の金額で商品をカートに入れ

ることが可能です。

見積書の作成
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「概算見積り」では見積書のタイトルに「概算」がつきます。

また、注文は行えずお問い合わせが可能になっています。

４．「見積書有効期限」はデフォルトの日数が自動計算されて入力されます。変更がある場合は変更可能です。

５．「スタッフ」は見積書の作成者を入力します。自動でアカウント名が入力されます。

６．「閲覧フラグ」はお客様が見積書を確認すると自動でチェックが入ります。

７．「商品」の虫眼鏡マークをクリックし、該当する商品名をクリックします。

８．「本体価格」が自動入力されるので、変更がある場合は変更をします。

９．「数量」を入力してください。合計が自動計算されます。
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１０．「オプション」の「データ入稿」と「プリントデザイナー」は該当する場合はチェックを入れてください。

「データ入稿」が必要な商品の場合、カート追加後に「データ入稿する」のボタンが表示されます。

「プリントデザイナー」商品の場合は、見積書のボタンが「カートに入れる」ではなく「WEB でデザインする」に表示

が変更されます。その場合、商品登録画面にてプリントデザイナーの設定がされている必要があります。

１１．「メール送信」項目の「送信フラグ」「□メールを送信する」にチェックを入れ「更新」ボタンを押すとメール作成

画面に遷移します。「メール内容確認」ボタンを押し、「この内容でメールを送信する」ボタンを押すと内容通りのメール

が送信されます。
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１２．「プレビュー」ボタンを押すと見積書の見た目を確認しながら入力することが可能です。

１．該当の見積書を開き「削除」ボタンをクリックします。

２．「本当に削除しますか？」と表示されるので「OK」をクリックします。

３．見積書が削除され、お客様のマイページからも削除されます。

見積書の削除


